


 

は じ め に 

 

福祉用具（以下、本書では「支援機器」の表現）は、障害者の日常生活を支え、コミ

しかし、こうした支援機器の開発普及は、少量多品種であるため、研究開発サイドに

とってハイリスク・ローリターンとなることが多く、研究開発に対する支援、普及促進

のための支援は必要不可欠である。 

本事業は、厚生労働省社会・援護局「生活支援技術革新ビジョン勉強会」において取

り纏められた内容を踏まえ実施するものであり、関係機関等による事業懇談会を開催す

ることにより、障害者ニーズを的確に踏まえた、支援機器の開発や普及の方策について

検討したものである。 

さらに本事業では、当協会の研究開発助成事業において、実用化された最新の支援機

器をデータベース化するための仕組みについても検討した。 

 

なお、本事業は、厚生労働省視覚障害者用図書事業等委託費（福祉機器開発普及等事

業）から補助を受けて実施したものであり、本報告書については、事務局の責において

取り纏めたものである。 

 

 

   平成２１年３月 

財団法人テクノエイド協会 

理事長 小 嶋 弘 仲 

 

 

ュニケーションや社会参加を促進するものとして、無くてはならないものである。 
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第１部 本 編 





 

Ⅰ．事業実施概要 

 

１．目 的 

厚生労働省社会・援護局では、昨年度、「生活支援技術革新ビジョン勉強会」を立

ち上げ、誰もが安心して使える支援機器の開発や普及を目指して、現状における最先

端技術の確認と課題等についての整理検討がなされた。 

この勉強会において取り纏められた事項の中に、障害者のニーズを的確に踏まえた

る各種の団体や企業、利用者、さらには行政や学会等が有機的に連携することが重要

であり、また互いの情報を可能な限り共有し、協働作業で各種の事業を進めていくこ

とが求められるとされたところである。 

また、新たに開発された最新の支援機器の実用化動向については、利用者をはじめ

多くの関係者へ迅速に情報提供していくことが望まれるとされた。 

本事業は、生活支援技術革新ビジョン勉強会の中で提言された事項を具現化するも

のであり、福祉用具法の基本的な方針に立ち戻り、①支援機器の研究・開発等に係わ

る関係機関等による事業懇談会を開催することにより、有機的な連携システムを再構

築するとともに、②テクノエイド協会の研究開発事業において、実用化された最新の

支援機器等をデータベース化していくための仕組み等について検討することとした。 

 

 

２．実施内容 

（１）支援機器の研究・開発等に係わる関係機関等による事業懇談会の開催 

より効果的な支援機器の研究開発や普及促進を目指して、関係機関等による事

業懇談会を開催することにより、有機的な連携体制を構築し、障害者ニーズを的

確に踏まえた、支援機器の開発や普及の方策について検討した。 

 

  【連絡会の経緯】 

Ｈ２０年 

１２月１日 

第１回事業懇談会 

・生活支援技術革新ビジョン勉強会実施報告 

（厚生労働省社会・援護局福祉用具専門官 高木憲司氏） 

・背景、並びに他の取り組み事例など 

（国立障害者リハビリテーションセンター研究所所長 

諏訪基氏） 

・福祉用具の研究開発等に係わる現状報告 

（テクノエイド協会開発部部長 井坂順彦氏） 

・高齢者、障害者向けの通信・放送サービス充実研究開発助成金事

業 

（情報通信研究機構連携研究部門特別研究グループリーダー  

宇田川功氏） 

・視覚障害分野の主要支援機器 

（静岡県立大学国際関係学部教授 石川准氏） 
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支援機器の研究・開発や普及を、より効果的に進めていくためには、支援機器に係わ



 

 

 ・聴覚障害者の就労を支援するための情報支援機器等の方向性、当

事者等の支援機器関連の現状および課題など 

（ろう教育の明日を考える連絡協議会副代表 長谷川洋氏） 

・支援機器研究・開発への関わり等の現状と課題及び解決策につい

て 

（全国脊髄損傷者連合会理事長 妻屋明氏） 

 

Ｈ２１年 

３月１３日 

第２回事業懇談会 

・ＮＥＤＯにおける福祉用具開発に関する取組について 

（新エネルギー・産業技術総合開発機構機械システム技術開発部

主幹 落合成年氏） 

・ＫＩＳ(かわさき基準)事業の展開 

（川崎市経済労働局産業振興部部長 伊藤和良氏） 

・支援機器開発における課題 

（日本電気株式会社マーケティングマネージャー 北風晴司氏）

・良質な福祉用具の研究開発を推進するための「利用者ニーズ情報」

の収集及び提案について 

（テクノエイド協会企画部 五島清国氏） 

 

 

（２）支援機器の実用化動向に関するデータベースシステムの仕組みの検討 

当協会助成により開発研究が進められる、支援機器の実用化動向に関する情報

を、広く様々な関係者等へ情報発信するためのデータベースシステムの仕組みに

ついて検討することとした。 
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３．事業懇談会メンバー 

支援機器に関係する当事者団体や、研究開発や普及促進に携わる行政機関並びに関

係団体等により、メンバーを構成することとした。 

 

【支援機器の開発普及に係わる関係機関等事業懇談会メンバー】 

 

 氏 名 所 属 ・ 役 職 

 石川  准 静岡県立大学国際関係学部 教授 

 宇田川 功 
情報通信研究機構 連携研究部門 特別研究グループ 

グループリーダー 

 落合 成年 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 

機械システム技術開発部 主幹 

 北風 晴司 
日本電気株式会社 医療ソリューション事業部 

マーケティングマネージャー 

◎ 諏訪  基 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 所長 

 妻屋  明 全国脊髄損傷者連合会 理事長 

 長谷川 洋 

ろう教育の明日を考える連絡協議会 副代表世話人 

ろう・難聴教育研究会 副会長 

日本聴覚障害者コンピュータ協会 顧問 

 松井 俊浩 産業技術総合研究所 研究コーディネータ 

 秋岡 正充 川崎市健康福祉局障害保健福祉部長 

 伊藤 和良 川崎市経済労働局産業振興部長 

 相澤 幸一 
経済産業省産業技術環境局環境生活標準化推進室 

室長 

 久保 寛之 
経済産業省産業技術環境局環境生活標準化推進室 

工業標準専門職 

 小野 栄一 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

自立支援振興室 福祉工学専門官 

 高木 憲司 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

自立支援振興室 福祉用具専門官 

 河口 青児 厚生労働省老健局振興課 福祉用具・住宅改修指導官 

 井坂 順彦 テクノエイド協会 開発部長 

    ◎座長 
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Ⅱ．懇談会報告 

 

報告 1 「生活支援技術革新ビジョン勉強会 実施報告」 

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 福祉用具専門官 高木憲司氏） 

（１） 支援機器の可能性に関する整理 

現在、支援機器を開発する側においては、技術の高度化、多様化が進展してい

る状況にあり、他方で、支援機器を利用する側においても、自立支援の理念の普

及などで障害者の自立意欲が高まるなど、意識の変化が進んでいる。 

このような社会環境の変化を踏まえた上で、平成２０年度に「生活支援技術革

新ビジョン勉強会」（厚生労働省社会・援護局）において、支援機器の現状と課

題について、支援機器の可能性の追求を進め、開発と普及を行うという観点から

の整理が行われ、以下の項目がまとめとして示された。 

① 支援機器の将来の「夢」は大きく描き、社会全体として共有する。開発か

ら利用までを総合的に一貫して捉えた“支援機器技術イニシアティブ”の

ような仕組みが必要である。 

② 利用者、開発者、事業者、現場の専門職、行政（福祉・教育・労働・産業

政策等）、各種学会などの関係者によるネットワーク化や情報のデータベー

ス化、定期的な議論の場の設置が、効果的な支援機器の開発や改良等に有

効と考えられる。 

③ 利用者による、「機器へのアクセス」、「機器の選択」、「機器を知り、試す機

会の増大」、「使えるようになるためのサポート体制の確立」など、利用者

サイドから考える視点が重要である。 

④ ユニバーサルな視点に立って、共通のプラットフォームの設定や一般機器

のユニバーサル化を進め、「技術イノベーションからソーシャルイノベー

ションへ」の観点で、就労や教育へ機会の拡大を促す。 

⑤ 「モノ中心の給付」から「モノ＋サービスの給付」の理念に基づく、身体

状況やライフステージ・生活環境に応じた、医療から福祉までのシームレ

スな対応と的確な判定・適合（フィッティング）・メンテナンス・トレーサ

ビリティによる、機器の効果的な提供が非常に重要である。 

⑥ 機器による支援に加え、人による支援の観点から、的確な判定・適合・メ

ンテナンスを行う専門職の養成やスキルアップのための研修が有効と考え

られる。 

⑦ 「障害者権利条約」や 国際的な規格・基準との整合性確保、国際市場を視

野に入れた機器開発など、国際的な視野に立つことを重視する。 
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「第１回懇談会資料（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉用具専門官 高木憲司氏）」より 

 

（２） 支援機器の開発について 

支援機器は、少量多品種となる傾向が強く、その開発はハイリスク・ローリター

ンと言われており、企業や研究者等の開発インセンティブをどう高めていくか、
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研究開発しやすい環境作りの方策を検討しなければならない。 

開発におけるニーズや方向性をまとめたロードマップを作り、それに沿った研

究に優先的に導けるような施策を検討することも必要と考えられる。 

 

（３） 支援機器の普及について 

支援機器の中には一部治療に使われるものもあり、リハビリテーション効果を

考慮した適切な使い方、明確な支給基準をルール化することも必要である。 

介護保険には、福祉用具のレンタル制度があるが、障害者においても、給付と

レンタルを組み合わせて、効率のいい供給方法ができないか考える必要がある。 

利用者への支援を行う人材の育成、

また、適合に関しては、更生相談所

だけではなく、各地のリハビリテー

ションセンターとの連携が重要であ

る。 

支援機器を障害状況や活動度ごと

に分けて、品目別に重点化した適合

システムを導入するなども必要であ

る。 

 

「第１回懇談会資料（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉用具専門官 高木憲司氏）」より 

 

（４） 情報提供について 

利用者への情報提供のあり方としては、機器を実際に体験できることが重要で

あり、各地に常設展示場等を設置することも必要ではないか。 
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報告２ 「背景、並びに他の取り組み事例など」 

（国立障害者リハビリテーションセンター研究所所長 諏訪基氏） 

（１） 支援機器を巡る従来のパラダイムの変革 

支援機器の開発・普及については、基本的に障害者のＱＯＬの向上、自立や社

会参加の支援を目的に行われているところであるが、他方で、高齢者人口割合の

急速な伸展、支援機器の目的達成のための限界効用の低下、効果的利活用の不徹

底、さらに高リスク・低リターンである市場の特性やその規模など、従来のパラ

ダイムの限界が感じられているところでもある。その結果として、支援機器の研

究開発投資の動機付け不足といった現象も出てきているように感じられる。 

このため、障害者・高齢者のベネフィットを最大化することを前提にして、ス

テークホルダー（利害関係者）毎の利益の集合といった視点では限界があること

から、各ステークホルダー戦略の相互調整機能を有する総合的戦略によるパラダ

イムチェンジの必要性が指摘されるところである。 

  
「第１回懇談会資料（国立障害者リハビリテーションセンター研究所所長 諏訪基氏）」より 

 

（２） 支援機器の開発について 

支援機器が効果的に利活用される形で利用者に伝わる、そういうスキームの中

にいる政策策定者集団、機器開発者集団、利用者集団等のステークホルダー間で

の調整が必要である。 

また、支援機器には、補装具、移動支援機器、福祉ロボット等のカテゴリーが

あり、それぞれの専門分野で検討する必要もあることから、重層的な取組みが重

要である。 

 

（３） 支援機器の普及について 

福祉用具の適切な選択および支給体系の整備は、重要かつ緊急な課題である。

現状では、更生相談所が制度上この任にあたっているが、人的な問題から判定業

務をこなすのみになっており、本来行われるべき身体状況や生活状況を十分に把

握した上での機器の選択や訓練が行われる体制にはなっていない。横浜市など、

限られた更生相談所では、リハビリテーションセンターとの連携により高度な適
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合を行っているが、全国的にこのような体制が整っているとはいえないのが現状

である。既存の資源を有効活用することにより、無駄無く、効率的に、体制の整

備を行うことを可能とすることを検討しなければならない。 

全体構想としては、全国に10カ所程度の福祉用具拠点となるリハビリテーショ

ンセンターを設定し、担当エリアの更生相談所や市区町村での懸案事項について、

相談および高度な適合事例を扱うことが考えられる。また、担当エリア内のリハ

ビリテーションセンターや病院等の福祉用具の適合を行うことができる施設と

の連携体制を確立し、地域の利用者に対して適切なサービスが提供できるよう助

言、指導などを行う。国立障害者リハビリテーションセンターでは、これらの拠

点ごとの連携の促進、および適合事例に関する情報の収集・分析などを行い、補

装具や日常生活用具の制度改革等に有用な知見を得る。また、同センター学院を

活用した、福祉用具の適合・支給に関する教育・研修を実施し、全国レベルでの

質の向上を図る。 

さらに同研究所では、同センター病院を実施フィールドとして、褥瘡予防用具

や電動車いす、意思伝達装置、将来的にはロボットなど高度な技術を要する機器

の適合手法および利用効果に関する研究を行う。これらの研究から得られる知見

は、拠点リハセンターを通して、早期に現場に導入できる体制づくりも実施する

必要がある。 

  
「第１回懇談会資料（国立障害者リハビリテーションセンター研究所所長 諏訪基氏）」より 
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報告３ 「福祉用具の研究開発等に係わる現状報告」 

（テクノエイド協会開発部部長 井坂順彦氏） 

（１） テクノエイド協会による開発のための助成事業の概要 

テクノエイド協会では、福祉用具の研究開発及び普及に係る助成事業というこ

とで、独立行政法人福祉医療機構からの交付金を受け、開発事業者へ財政面での

支援である助成事業を行っている。 

スタートし、平成５年の福祉用具法に基づき、平成６年から本格的に実施されて

いる。実績としては、現在まで１,９７７件の応募があり、２８８件採択されて

いる。この内、現在まで１１７課題について商品化あるいは実用化され、実用化

率は現在５２％であり、約２分の１は実用化に至っている。平成元年からの助成

額の総額は、５３億８,６００万円である。平成２１年度の重点テーマとしては、

まず１つが排泄関連用具、２つ目が座位保持装置、３つ目が視聴覚障害者の情報

コミュニケーション支援機器、４つ目が就労支援のための福祉用具、５つ目とし

て自助具をテーマとしている。 

  
「第１回懇談会資料（テクノエイド協会開発部部長 井坂順彦氏）」より 

公募とは別に、平成１４年度から導入した指定課題方式の募集を行っている。

厚生労働省の補助事業である福祉用具適合性・実証研究会における利用者あるい

は企業からの参加による意見交換を踏まえて、リフトあるいは排泄関連、入浴関

連、起居関連、移乗関連というような形で、助成課題を指定して実施している。 

  
「第１回懇談会資料（テクノエイド協会開発部部長 井坂順彦氏）」より 

9

助成事業は、２つに分かれ、１つは一般公募による助成事業で、平成元年から



 

（２） 情報提供について 

テクノエイド協会では、開発研究助成事業において、実用化された支援機器等

のデータベース化を検討している。今後は、製品情報の提供だけではなく、利用

者のニーズと開発者のシーズを情報提供していくようなシステムの検討を行っ

ているところである。 
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報告４ 「高齢者、障害者向けの通信・放送サービス充実研究開発助成金事業」 

（情報通信研究機構連携研究部門特別研究グループリーダー 宇田川功氏） 

（１） 情報通信研究機構による開発のための助成事業の概要 

情報通信研究機構では、先進技術型研究開発助成制度という制度を有し、ベン

チャー企業向けのテレコム・インキュベーションの助成、大学関係の海外との共

同研究を行う国際共同研究助成、そして高齢者・障害者向けの通信・放送サービ

ス充実研究開発助成の３種類の助成を行っている。 

高齢者・障害者向けの通信・放送サービス充実研究開発助成金は、高齢者・障

害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの研究開発を行う民間企業等に対

し、研究開発資金の一部を助成することで、高齢者・障害者向けの通信・放送サー

ビスの充実を図っていくことを目的としている。 

助成対象の研究開発としては、先進的な通信・放送技術の研究開発であって、

その成果によって、高齢者・障害者に、有益な新しい通信・放送サービスをもた

らすもの、または現在行われている通信・放送サービスを高度化して、高齢者や

障害者の方により有益なものにするような研究開発が対象となっている。 

助成金は事業費の２分の１を助成対象としており、上限は一般的なものについ

ては３,０００万円、身体障害者向けの支援研究開発については上積み１,０００

万円が加算され、４,０００万円である。 

助成対象条件としては、３年以内に研究開発が完了することを条件としており、

平成２０年度から、今までは直接経費のみ３,０００万円という基準であったが、

それに加え、間接経費を直接経費の３０％まで導入できるように制度改正をして

いる。 

過去の実績は、通信放送機構時代の平成９年から実施しており、平成２０年度

は申請１３件に対し、６件を評価委員会により選定し、助成決定した。助成額は

２０年度で約７,０００万円となっている。 
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報告５ 「視覚障害者を対象とする支援機器の現状」 

（静岡県立大学国際関係学部教授 石川准氏） 

（１） 支援機器開発の特性－リスクとコストの観点から 

支援機器開発におけるリスクやコストについては、ハイリスク・ローリターン

と言えるが、整理をすると以下のように考えられる。 

情報コミュニケーション機器を例にとると、まず開発コストがかなり大きな割

合を占めるが、メーンストリームベンダーからの協力や支援の獲得もリスク要素

となる。例えば、ライセンス契約において、あまりに小規模なため、相手にして

もらえないということがしばしばあり、モジュールや部品などの数量が一般市場

と比較して少な過ぎると言う理由で、相手にされないこともある。 

スクリーンリーダーなどの画面読み上げソフトは、オフィスアプリケーション

やインターネットブラウザなどのメーンストリームベンダーにアクセシブルに

するような機能を提供するが、メーンストリームベンダーからの技術的な支援が

あるとないとでは機能が全く異なってくる。それが常にきちんと提供される保証

がないというリスクがある。 

また、マーケット規模が非常に小さいために、確実にマーケット全体が受け入

れてくれるような製品でなければならなくなる。マーケットのせいぜい５％とか

１％の人々が反応するだけではでどうにもならないというリスクである。 

さらに、利用者に対するサポートコストの点では、一般のカスタマーでも別に

低くはないものであるが、支援機器の場合には、コミュニケーションコストなど

のサポートコストは高いと言わざるを得ない。視覚障害だけの単独障害よりも、

盲聾のような重複障害の場合のサポートコストは非常に大きくなる傾向がある。 

他に、利用者の経済力の問題であるとか、高齢化の問題、高齢化に伴う学習意

欲の低下の問題といったようなリスクを抱えている点を指摘することができる。 

 

（２） 支援機器開発におけるアプローチの検討－企業側の努力 

前述の支援機器開発のリスクを軽減していくためのアプローチとしては、企業

の努力によってできることと、社会的な支援が必要なことと両方あると考えられ

る。 

まず、ユニバーサルデザインの推進、あるいは標準化である。アクセシビリ

ティーはユニバーサルデザインと支援技術の共同作業により実現するのであっ

て、ユニバーサルデザインを進めていくことによって、支援技術開発のコストや

リスクが下がり、またよりよい支援機器を提供することができると考えられる。 

また、オープンソースのようなアプローチによって開発コストを下げる可能性

も追求することができる。支援機器の分野においては、自分たちが使いたい道具

を自分たちがつくるというのが、オープンソースであり、特に草の根のオープン

ソースは基本的な動機づけになるが、支援機器開発ソフトウエアでの、オープン
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ソースというのは、それほどの実績があるわけではない。現在、海外でＮＶＤＡ

というオープンソースのスクリーンリーダーの開発がなされているが、珍しい成

功事例と言える。 

他に、企業側としては、日本国内のマニュファクチャラーでも実績のある開発

拠点の海外への移転が考えられる。共同開発の試みや海外の支援機器を日本に

ローカライズする手法も可能性がある。 

グローバルマーケットへの進出は、ベースになる資本や体力があり、かつ一定

の日本国内における市場の成功により、一定の体力を獲得した企業が海外へ出て

いくのはよいが、そうでない分野で、ただ単に海外に出ていけるところは少ない

と考えられる。 

 

（３） 支援機器開発におけるアプローチの検討－社会の支援 

社会の側ができることとしては、テクノエイド協会などの助成の制度による開

発支援があるが、日本においては、実用化、製品化を直接的に支援するような社

会的な仕組みが弱いように感じられる。 

実用化を支援する方式としては、たとえば、間接的な助成として公共調達方式

が考えられる。韓国、アメリカやドイツなど比較的多くの国で実施されていて、

よい支援機器が開発されている印象を持っている。または、低利子や無利子での

貸し付けとか、支援技術ベンダーへの投資なども可能性があると考えられる。 

利用者、当事者の方が抱えている問題の点から考えると、第一に、給付制度の

地域格差が著しい。地域生活新事業ということで、地方分権の枠組みの中で日常

生活用具の給付はなされているが、余りにも地域間の格差があり過ぎて、不平等

感が強いと感じられる。いわゆる日常生活用具とは別に、就労支援用具のような

現状は、雇用する側の企業に対しては一定の助成があるが、アメリカで既に導

入されているような職業リハビリテーションセンターの段階で本人に就労支援

機器を貸し出すような仕組みがあるほうがいいと考えられる。 

このように考えると、ＱＯＬ系の支援機器と、就労支援や高等教育の支援機器

とは、分けて扱うことができるのではないかと考える。真に必要な人に必要な機

器が行きわたるように、しかもあまりむだなことは避けたいという点においても、

これらを分けて考える方が合理的なアプローチと思われる。 

加えて、それぞれの地域でのトレーニングとかサポート体制の強化が必要であ

る。少しのトレーニングのサポートにより、情報コミュニケーション機器を使っ

ての利用者の生活が非常に豊かになる、充実するというケースが実はかなりある。

逆に、地域における直接的なサポートやトレーニングが提供されていないと、な

かなか難しいということも確かなので、今後の課題と考えている。 

まとめとして、支援機器の新技術開発は、純粋な市場原理ではとても難しいし、
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ものを別に考えて設定していく必要があるのではないかという感じがしている。



これから高齢化がさらに進むとすれば、なおさらである。よって、社会企業的な

ものとして、存在理由を証明していく必要があるし、また社会的な支援も、合理

的な支援が非常に必要なのではないかと考えられる。 

 

 
「第 1 回懇談会資料（静岡県立大学国際関係学部教授 石川准氏）」に基づき事務局作成 
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報告６ 「当事者等の支援機器関連の現状および課題など」 

（ろう教育の明日を考える連絡協議会副代表 長谷川洋氏） 

（１） 聴覚障害者の情報支援機器 

支援機器の現状として、主に家庭における目覚ましや来客の知らせなど、ある

事柄の発生を光や振動で知らせる機器については、ここ３０年ほどの間でいろい

ろと開発され、問題がないと言える状況にある。 

コミュニケーション支援の観点からは、補聴システムや人工内耳など耳で補う

タイプの支援機器においては進展が見られるものの、視覚にも障害のある方のた

めの支援機器開発では、現状において課題があると言える。 

聴覚障害者の情報支援機器は、文字による情報保障と手話による情報保障に分

けることができる。 

 

（２） 文字による情報保障 

文字での情報保障のひとつとして、音声認識システムの開発が行われているが、

不特定話者方式で、実用化できる程度まで誤りが少ないといえるものはまだ存在

していない。誤りが少なく、騒音にも強く、携帯できるものが実用化されれば、

広く利用が可能である。音声認識で研究中のものには、タイムラグも少なく、機

能的にはほとんど実用に差し支えない状況のものも存在するが、実際の操作に４

人の人間が必要となるため、企業での就労支援のために実用化するのは難しい面

がある。 

文字による情報保障の２番目として、速記タイプによるものがあり、いくつか

の種類がある。速記タイプの場合には、打つための技術を習得するのに期間が必

要となる。 

文字による情報保障の３番目であるパソコン要約筆記は、速記タイプに比較す

ると、一般のパソコンであるので、入力が速い人であれば誰でもサポートができ

るという良い面がある。数年前に連携入力のソフトが開発されて、インターネッ

トで自由にダウンロードして使えるという形になった。パソコン要約筆記は非常

に広がってはいるが、人数としては全国でも何百人という程度で、この方式に

よって情報保障を受けられる地域というのはまだまだ少ないと言える。 

４番目の文字による情報保障としては、手書きでＯＨＰによる方式で、３０年

以上の歴史がある。全国で１万人以上の要約筆記者が活動している。この方式の

場合、話された言葉の５分の１ぐらいしか書けないという制約があり、大幅な圧

縮が必要になる。聞こえない人の側からすると、聞きたい情報がかなり落ちてし

まうことも起こり得ることになる。このため、厚生労働省の研究支援を受けて、

日本聴覚障害者コンピュータ協会により手書き連携入力システムの研究が進められ

ている。 

15



 

（３） 手話による情報保障 

手話による情報保障は、手話合成技術と手話認識技術に分けることができる。 

まず、手話合成技術に関しては、かなり進んでいると言うことができ、日本語を

手話に変えて表出することはかなり可能になり、いくつかの会社で機器の開発が行

われている。 

他方、手話の表現を読み取って日本語に変える手話認識技術については、難しく

て、あまり進んでいないのが現状である。普通の人の手話をカメラで撮って認識す

る技術は、非常に初歩的な段階にある。 

 

（４） 電話リレーサービス 

電話リレーサービスとは、聞こえない人が電話を使えないために、ある局へかけ

ると、聞こえない人から来た文字等を読んで、それを聞こえる人に電話をし、声で

返事をもらったものを文字でまた伝えるという形式のものである。場合により、音

声を手話で伝えるという形のものもある。 

より具体的には、①聴覚障害者が文字で送信して（パソコン、携帯電話、ＴＴ

Ｙなどを使用）、文字で返事をもらう、②聴覚障害者が声で話して、文字で返事

をもらう、③聴覚障害者が手話で話し（ＴＶ電話を用いる）、手話で返事をもら

う場合などがある。③については、現在のテレビ電話は、いくつかの方式が混在

していて、異なる方式の間では通話ができないという問題がある。 

 

【関連資料】 

「聴覚障害者の就労を支援するための情報支援機器等の方向性（ろう教育の明日を考える連絡協議会副代表 

長谷川洋氏）」第２部 資料編参照 
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報告７ 「支援機器研究・開発への関わり等の現状と課題及び解決策について」 

（全国脊髄損傷者連合会理事長 妻屋明氏） 

（１） 障害者団体と社会資源 

脊髄損傷者連合会では、その目標を、「重い障害があっても普通に暮らせる社会」

とし、生活のあらゆる場面で健常者と同じように生活できる社会環境を目指し、

車いす使用者である障害者団体として、医療、年金、福祉の充実とバリアフリー

社会の実現に向けた社会的活動を行っている。 

一方で、障害者団体は、障害当事者にしか持ち得ない豊富な知識と貴重な経験

という大きな潜在能力の持ち主の集団であり、貴重な社会資源の一つであるとい

うことを認識するべきである。このような潜在能力を集積し、活用することが障

害者団体に求められているもう一つの社会的役割であるとも考えている。 

行政や企業または社会は、ともすればこの貴重な社会資源を評価することなく、

施設の整備や、製品の開発、サービスを行ってきており、不幸でモッタイナイ時

代が長く続いていた。しかし、近年、障害者の社会参加が進む中で、行政は、あ

らゆる障害者施策の審議過程に障害当事者を参加させている。その一方で、各政

党においても各障害者団体に対するヒアリングを行い、その意見を障害者政策に

反映させることが常識となっている。 

障害当事者や消費者の意見は支援機器開発に、また障害者団体の苦情や意見は

バリアフリー施設整備や障害者施策にそれぞれ極めて有効な効果があるのは言

うまでもない。障害者施策についての問題は、障害者に聞くことが当然であるよ

うに支援機器の開発や課題についても、やはり消費者や利用者に聞くという事が

基本でなければならない。 

 

（２） 障害者団体と社会資源アンケート調査や製品モニターの協力活動 

脊髄損傷者連合会は、消費者として、また、車いす使用者の団体として、施設の

バリアフリー化や福祉機器等に対する意見や提言を積極的に行政や社会に発信して

いる。これは、企業が、利用者不在のままユニバーサルデザイン製品やサービスを

開発し、利用者のニーズに合わない、無駄な開発や投資が行われており、大きな社

会的損失であるという認識によるものである。たとえニーズ調査が行われても、そ

の成果が見えないというような問題意識を持ちつづけてきた。車いす使用者の集団

である当団体として、結果的に利用者にとって利益になるとともに、社会に貢献す

ることであるという考え方から、製品の開発にモニターとして協力してきた。 

最初に参加したのは、「コンビウイズ株式会社の多目的シート」１９９８年であり、

２００３年には、旭化成テクノシステムが取り組んだ環境制御装置「ライフタクト」

の開発設計で全国的なモニター活動を実施し、音声認識技術に協力した。 

現在でも、企業や行政関係のアンケート調査や製品開発モニターなどに積極的な

姿勢で取り組んでいる。 
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（３） 支援機器評価モニターシステム構築の必要性 

障害があるから何もできない、と言うのでなく、すべての障害者団体はそれぞ

れ貴重な社会資源として積極的に社会に貢献する必要がある。 

そして、障害者や高齢者のための支援機器の開発にも、これらの当事者団体の

社会資源を有効に活用するためのシステムが必要である。既に数多くの障害者団

体の協力により、さまざまな不便さに関する調査の結果が示されているが、利用

者や障害当事者にはその支援機器開発のプロセスが全く見えていない。 

利用者の意見を聞くことなく開発された製品が「使えない」「使いにくい」「売

れない」という悪循環が繰り返されているのは大きな損失である。 

利用する人が、より使いやすいものにするための支援機器の開発には、その開

発の段階から利用者の意見を聞く体制として、何よりも利用者による支援機器評

価モニターシステムの構築が必要である。利用者によるモニターシステムがあれ

ば、支援機器開発を進める企業にとっても、またその支援機器を利用する障害者

にとっても、結果的には大きな利益につながると言えるのではないか。 

支援機器開発を行うためのモニターシステムづくりへの課題は、今後各障害者

団体側にも、支援機器開発モニターやアンケート調査、実証実験等総合的なニー

ズに、いつでも応じられる体制をつくることが求められる。 

「第 1 回懇談会資料（全国脊髄損傷者連合会理事長 妻屋明氏）」より 
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報告８ 「ＮＥＤＯにおける福祉用具開発に関する取り組みについて」 

（新エネルギー・産業技術総合開発機構機械システム技術開発部主幹 落合成年氏） 

（１） ＮＥＤＯにおける福祉用具開発に関する取組み 

ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）においては、福祉用具に関

連して、３つの事業が行われている。第一に、「福祉用具実用化開発推進事業」

では、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（福祉用具法）に基づい

て、福祉用具の実用化開発を行う事業者に対し、当該開発に係る費用を助成して

いる。第二に、「福祉機器情報収集・分析・提供事業」では、福祉用具法に基づ

き、福祉機器ニーズ調査等福祉機器の研究開発に必要な情報の収集・分析・提供

を実施している。第三に、「障害者等移動支援システムの設置及び情報内容仕様

に関する標準化フォローアップ事業」では、視覚障害者、聴覚障害者及び車いす

利用者が安心・安全・迅速に目的地への移動が行えるための支援システムにおい

て、情報発信の場所やタイミング及び情報内容に係る標準化に関するフォロー

アップを実施している。 

「福祉用具実用化開発推進事業」においては、１件当たり３,０００万円を助

成金額の上限とし、３分の２を助成、３分の１は企業等の負担としている。開発

期間は３年以内ということで、最大でも３年間の助成を実施する。２１年度分の

公募は、３月末に採択、４月に採択結果公表というスケジュールで進めている。 

応募状況としては、平成５年から開始しているが、介護保険法の導入時などに

は約１８０件と多くの応募があったが、平成１７年ぐらいからは約 50 件程度の

応募件数になっている。採択件数は近年５件～６件という新規採択の件数になっ

ているが、特徴的なこととしては、福祉用具製造の事業者は中小企業が多く、採

択分の９割を占め、２０年度に関して言えば、１００％が中小企業となっている。

採択された助成事業の中で、実際に製品が市場化されたかを見ると、プロジェク

トを終了した１５７件の内、８７件が市場化を果たしており、約５０％超の市場

化率となっている。 

採択テーマを機能別に分類すると、１７０件の内、車いすなどの移動機器が 

５３件で最も多く、次にベッド用品、トイレ用品、入浴用品などのパーソナルケ

ア関連用具が４７件、三番目にコミュニケーション機器が３５件となっている。 

最近の実用化された事例をあげると、車いす洗浄消毒乾燥機器、片麻痺者用の

油圧機構内蔵の下肢装具、障害を持つ子供用のチャイルドシート、家庭用入浴介

護支援リフトなどがある。 
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「第 2 回懇談会資料（新エネルギー・産業技術総合開発機構 

機械システム技術開発部主幹 落合成年氏）」より 
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報告９ 「ＫＩＳ（カワサキイノベーションスタンダード）事業の展開」 

（川崎市経済労働局産業振興部部長 伊藤和良氏） 

（１） 川崎市における福祉産業振興－ＫＩＳ事業の背景 

川崎市では、工場が新しい研究機関に変わっていく動きが顕著になり、現在で

は２００近い研究機関が立ち上がっている。研究者の数を従業者の数で割ると、

２.７４％となり、政令市平均の０.４４％、横浜市の０.８１％と比較すると、

研究者の従業員に関する割合が、日本の政令市では一番高いことになる。 

 

「第 2 回懇談会資料（川崎市経済労働局産業振興部部長 伊藤和良氏）」より 

 

このような環境を背景に、大企業や中小企業の力をかりて福祉産業の振興を図

る施策を展開、平成１６年度と１７年度には、福祉産業への参入意欲の喚起、ビ

ジネスマッチングの場の提供、専門家派遣などによるコーディネート支援などの

施策が実施され、音声拡聴器や消臭パンツ、車いす体重計の開発など一定の成果

を上げることができた。 

他方で、アンケート・ヒアリング調査などから、いくつかの課題も提示されて

おり、まとめると以下の通りとなる。 

①単体の事業者、特に中小企業では開発は難しく、研究開発グループを作り支

援する必要がある。 

②研究開発グループには、利用者（理学療法士など中間利用者も）を含む必要

がある。 
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③中小企業の場合、開発資金の支援が不可欠である。 

④福祉製品開発の拠点整備が必要である。 

⑤リハビリテーション工学・人間工学の技術支援が不可欠である。 

⑥テスティング（モニタリング）の場が必要である。 

 

（２） ＫＩＳ（カワサキイノベーションスタンダード）の策定 

上記のような川崎市における福祉産業の振興施策とその課題を踏まえ、平成 

１９年度にカワサキイノベーションスタンダード、かわさき基準が策定された。

かわさき基準は、理念、基準、用具の３層構造から成り立っている。 

理念については、その中心概念を『自立支援』とし、スウェーデンにおける福

①人格・尊厳の尊重  

利用者の人格や尊厳が尊重されていること 

②利用者の意見の反映  

サービス提供システムや福祉製品の開発過程に利用者が参加しその意見

が反映されており、利用者が利用したくなるような福祉製品であること 

③自己決定  

あらゆるサービスがサービスの提供の各過程において、十分な説明と理解

がなされ、本人の自己決定に基づいて行われること 

④ニーズの総合的把握  

利用者の心理的・身体的・社会的ニーズを総合的に捉えていること 

⑤活動能力の活性化  

利用者の残存能力を引き出し、心理的・身体的・社会的活動能力が活性化

されるように配慮されていること 

⑥利用しやすさ  

必要なサービス・相談・アフターフォローが身近なところですみやかに提

供されていること 

⑦安全・安心  

サービス提供の全ての過程において、安全・安心が保障されていること 

⑧ノーマライゼーション  

どのようなニーズを抱えていても、できうる限りの住み慣れた環境で社会

生活を営むことができるように配慮されていること 

 

平成 20 年度からは、かわさき基準推進協議会が「かわさき基準」の運営、公

募事業、モニター評価等を実施すると共に、川崎市の施策として、スウェーデン

福祉研究所との連携や商店街等を活用したモデルフィールド事業、市内福祉製品

認証製品の展示などを行っている。また、平成２１年度には、かわさき基準によ
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祉の基本方針・理念を参考として、８つの理念を策定した。 



り一貫した製品開発・普及促進を進めていくこととしている。 

  

 

「第 2 回懇談会資料（川崎市経済労働局産業振興部部長 伊藤和良氏）」より 
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報告１０ 「支援機器開発における課題」 

（日本電気株式会社マーケティングマネージャー 北風晴司氏） 

（１） 支援機器開発プロセスにおける難しさ 

企業における製品開発をプロセスで表わすと、調査、研究試作、製品開発、販

売、サポートという流れになる。 

支援機器開発の場合の難しさをそれぞれのプロセスに分けて考えてみると、ま

ず、調査の段階において、ニーズを把握するのに難しい点が多い。具体的には、

利用者等の意見が多岐にわたり、また個人差が広がっている点があり、それらを

試作の部分では、企業側としては投資に対する販売量を考慮して、補助金の申

請をするケースが多いが、その場合に、支援機器の有効性といった点ではなく、

技術的に何が新しいのかといった点が問われることが少なくない。 

製品の開発においては、多品種で少量を製造していくので、管理が困難になる

面がある。大量生産の一般消費財では、仕切り価格で卸値が安価に済む部分があ

るが、支援機器の場合には、８０％～９０％が原価になってしまう機器が出てく

るという問題も生じ得る。 

サポートでは、フィッティングとサポートでは、福祉スキルを有する専門職の

支援が必要であり、障害が進行した場合には、サポートの回数も増える可能性が

ある。 

  
「第 2 回懇談会資料（日本電気株式会社マーケティングマネージャー 北風晴司氏）」より 

 

（２） 支援機器開発の課題へのアプローチ 

上記のような課題を踏まえると、例えば調査の段階においては、個々のニーズ

把握を行うといった形ではなく、必要となる機能・技術や仕様、望ましい価格帯

等について、当事者団体によるニーズの明確化やＰＴやＯＴとの連携によるニー

ズ・シーズ抽出・整合がなされると、困難が解消されることが考えられる。 

また、補助金についても、支援機器の特性から見て、試作品の段階までの補助

金ということではなくて、開発された機器を実際に施設等に納入して使ってもら

い、次の需要のトリガーとなるような形のところまで補助金の範囲にできるよう
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把握するのにすごく長い期間がかかってしまうことがある。 



にすると、より機能の高いものや使い易いものへと誘導していく仕組みが可能に

なると考えられる。 

  
「第 2 回懇談会資料（日本電気株式会社マーケティングマネージャー 北風晴司氏）」より 

 

サポートの面では、福祉の実務に携っているＰＴ・ＯＴのような専門職の支援

がさらに得るようになることがきわめて重要である。また、これらの専門職が福

祉用具・支援機器についてのノウハウや知見を得られる仕組みの提供も重要であ

る。支援機器の使用に関するデータベース等も一案であるが、その場合も特定の

企業が構築するのではなくて、機器の使用が望ましくない利用者に関する情報も

収載できるようなシステムであることが有効と考えられる。 
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Ⅲ．まとめ 

 

本懇談会においては、平成２０年１２月から２回にわたり、支援機器に関わる研究

者、企業、関係機関などから支援機器の開発・普及に関する現状と課題について意見

交換を行った。 

本項では、本懇談会の総括として、前述の現状と課題について、「ニーズの収集」

「支援機器の開発」「支援機器の普及」「情報提供」に分類・整理を試みた。 

これにより、利用者が支援機器を適切かつ効果的に利用できるとともに、支援機器

の開発企業においても効果的な開発・流通により適正な利益が確保できることを期待

するものである。 

また、関係者同士が今後も継続して有機的な連携体制の構築・活性化を図り、現状

や課題、各種情報を共有することで、一致協力して効果的な支援機器の開発・普及を

目指すことを期待するものである。 

 

１． ニーズの収集について 

 

○福祉機器を開発する上では、利用者との関係を密にしてニーズを把握し、それに

マッチしたシーズを生み出す必要がある。 

○ニーズとは、助成する立場、開発する立場、利用する立場などによって異なる。 

利用する立場を例にとって見ても、今までに商品化されていないまったく新しい

機能の支援機器が欲しいというニーズから、既存の支援機器の一部分を改良して

ほしいというニーズなど様々である。 

○ニーズが多様化し、全体像が見えにくくなっているため、数人へのヒアリングで

はなく、一定規模の調査が必要である。 

 

（１）ニーズの収集について 

 それぞれの立場によって様々な利害関係があるため、代表性や公平性は保てな

いことを踏まえて、ニーズを把握する枠組みをつくることが重要である。 

 何が必要かと聞くだけでなく、それらのニーズを踏まえて検討した製品・サー

ビスについて、意見を出した者に対して本当にこれでいいのか、どれくらい必

要性があるのかを聞くことも重要である。 

 多くの障害者は障害の初心者であることも多く、何か問題が生じると自分の使

い方が悪い、若しくは世の中はこういうものだと思い込み意見を言いづらい風

潮があることを理解しておく必要がある。一方で、強い意見やクレームも出さ

 

 インターネットによる情報収集・発信は、ローコストで広範囲にわたり行える
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れる。それらの両面をうまく捉えるといい支援機器やサービスがつくれる。 



ため効率的である。しかしながら、人間は、情報を受け取ることについては熱

心であるものの、情報の発信は基本的に不得意なため、意見収集には工夫が必

要である。特に障害者は、手が動かないなどの理由で情報の発信が難しい場合

があることに留意する必要がある。 

 個々のニーズに対応するのではなく、その障害者の生活様式全般を捉え、ある

生活様式を改善した場合にそのニーズが解消し、全体の解決につながることも

あるため、ニーズを持つ人の生活様式全般を捉えていくことも重要である。 

 介護保険側での実態調査では、約５,０００種目の中で実際に使われているの

は３０％程度。利用者とＰＴ・ＯＴとの間に、信頼上、絶対に失敗してはいけ

ないという関係があるので、ＰＴ・ＯＴは今まで自分が使って成功体験があっ

たものを使う傾向にある。新しい支援機器を開発することも重要だが、よく使

われるものを使い込むことによって真のニーズが見える場合もある。また、約  

７０%のものが使われていない現状とその理由について、注目する価値がある

と考える。 

 

２． 支援機器の開発について 

 

○支援機器の開発は、少量多品種となる傾向が強く、ハイリスク・ローリターンと

言われているが、その原因は多様である。 

○技術開発や投資をしたときのアウトカム（最大効用）が飽和化（サチュレート化）

してきており、その結果、福祉機器への研究開発投資の動機付けが不足し、研究

開発の予算が伸び悩んでいる。企業や研究者等の開発インセンティブをどう高め

ていくか、研究開発しやすい環境作りの方策を検討していく必要がある。 

○開発した支援機器、あるいはこれから開発する支援機器が有効に利活用されるた

めには、政策レベル（マクロ）から個別機器（ミクロ）まで俯瞰した重層的な取

り組みが必要であり、大前提としてパラダイムチェンジを図らなければならない。 

 

（１）研究開発環境 

 ニーズを正しく把握して、そのニーズを持つ人がどれだけいて、その人たちに

は購買力がどの程度あって、制度的にどういう支援があってということが、全

部の条件が満たされて初めて企業は製品化を選択し、決断できる。 

 支援機器開発のリスクを軽減するためには、ユニバーサルデザインの推進によ

る開発コスト・リスクの低下、共同開発、支援技術を活かした他分野への進出、

一般向け製品の開発、低利子や無利子での貸し付け、支援技術ベンダーへの投

資などが考えられる。 

 助成されて開発された製品に関する知財を無償で他の企業も使える仕組みを

構築できれば、競争力のない企業も伸びていく可能性がある。 
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 支援機器には、補装具、移動支援機器、福祉ロボット等いくつかカテゴリーが

あり、それぞれの専門分野でさらに検討する必要がある。 

 

（２）開発の視点 

 支援機器においては、利用者の意見が反映されたものが最も使いやすい。 

 支援機器を開発するにあたっては、利用者を自立させ、自信をつけさせること

も目標としてあるべきである。 

 

（３）開発のインセンティブ 

 開発におけるニーズや方向性をまとめたロードマップを作り、それに沿った研

究に優先的に補助金をつけるといったことも必要ではないか。 

 最初から補助金として決め打ちするアプローチ以外に、公的な投資という方法

投資に見合う結果が得られたかどうかを評価する仕組みを作ることで、実質的

な支援ができないか。 

 

３． 支援機器の普及について 

 

○支援機器が効果的に利活用される形で利用者に伝わる、そういうスキームの中に

いる政策策定者集団、機器開発者集団、利用者集団等の利害関係者間での調整が

重要である。 

○現在の助成制度では、販売サポートという仕組みがなく、ニーズの収集から実用

化まで入口と出口をつなぐシステムがない。いろいろな団体・組織のネットワー

クによって、役に立つ機器が世に出ていくための、支援機器開発、実用化につな

げていくような仕組みづくりが必要。 

 

（１）試用・モニターについて 

 ＰＴ・ＯＴ、福祉関係者は、自分の好きな機器があり、それを他人にも勧める

傾向があることから、新しい支援機器に実際に触れる機会や試用機会がないと、

購入する決断が難しい。 

 試用やモニターの結果、何となくこれがいいというような評価ではなく、科学

的に評価するシステムを構築することも検討していかなければならない。 

 新しい機器を広めるときに、事前に少し配ることは必要かもしれない。実用

性・有効性について未知のものを国は公的給付しないため、配るものを確定す

るときには認証制度が必要だが、そこにブレークスルーをつくらないといけな

い。認証機関において支援機器を認証した上で、補装具や介護保険の福祉用具

のような一般施策の給付制度とは別のルートで、一定の補助金を入れた上でモ
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が考えられないか。社会全体に対してどういう利益をもたらすか、また、後日、



ニタリング制度をつくり、ある程度の数を配る。その上で実証していくという

新しいスキームが必要かもしれない。 

 

（２）マーケットについて 

 臨床評価、製品化の際には、開発した後の動作検証、品質管理など、入念に行

うべき作業はたくさんあり、それを全部こなして初めて製品化できる。製品化

した後は、特に障害を持った人たちに提供する支援機器であれば、サポートは

相当入念に行わなければならない。そこにコストをかけられるだけのマーケッ

トがない。 

 支援機器においては、ユニバーサルな面も持ち合わせている場合があるため、

健常者を含めたマーケットとして捉え、さらにユニバーサル化を進め PR を行

えば、これまで小さな市場と捉えていたものが大きな市場となり、事業として

成り立つので、普及につながるのではないか。 

 

（３）支援機器の普及について 

 高齢者は何千万に達する利用者がいるが、障害者は障害別に分かれ、ニーズも

多様で個別性があり、市場原理が働かない。いくらいいものができても限界が

ある。そのため、公益法人、行政、自治体によるネットワークをつくり、それ

ぞれが役割を分担した上で、民間の投資なども入れて開発・普及の取り組みを

進めていくことが重要である。 

 日常生活用具の給付制度は地域格差が著しく、不平等感が強い。また、日常生

活用具とは別に、就労支援用具といったものを考える必要があるのではないか。 

 支援機器の中には一部治療に使われるものもあり、リハビリテーション効果を

考慮した適切な使い方、明確な支給基準のルールも必要である。 

 介護保険には福祉用具のレンタル制度があるが、障害者においても、給付とレ

ンタルを組み合わせて、効率のいい供給方法がないか考えていくことが必要で

ある。 
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４． 支援機器の情報提供について 

 

○開発事業者が新たな研究開発を行う際、公知となっている研究と重複しないよう、

研究成果のデータベースや、利用者の意見、ニーズをくみ上げるシステムが必要

である。また、利用者に対し、現状ある技術を伝え、それを受けて利用者から開

発側に対して要望を出せる仕組みを作り、研究開発につなげていくことも重要で

ある。 

○利用者への情報提供のあり方として、支援機器を実際に体験できることは重要で

あり、各地に常設展示場等を設置することも必要ではないか。 

○支援機器の情報が、医師やＰＴ・ＯＴといった支援する立場の人に行きわたって

いないという問題もあり、それを解決する必要がある。 

○支援機器、福祉機器に関するニーズやクレームを社外に出さずに自社だけで解決

しようとするが、共有するシステムをつくるといいものができるのではないか。 

 

（１）収集した情報の公開に当たっての取り扱い 

 利用者個人や団体から収集したニーズについては、広く集めて広く発信すると

ころに意味があるので、最初から発信するにふさわしい、ふさわしくないとい

う基準を決めて評価する必要はないが、①「車いす」「つえ」などのカテゴリー

分け、②誤解を招かないようにすることを目的としたプロのアドバイスの付記、

③そのニーズに対する賛成票や反対票を投じられる仕組み、④そのニーズに対

してさらに話題を広げられる仕組みなどを構築できるとよいのではないか。 

 開発事業者は、どれくらいの需要が見込めるのかの見通しが立てられないとも

のづくりはできないため、収集した情報は、特定の企業や団体等に止めるので

はなく、広く回るようにすることが重要である。そこに障害者の生活様式を見
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ている人がかかわるような仕組みができるとよい。 



Ⅳ．支援機器の実用化動向に関するデータベースシステムの

仕組みについて 

 

本懇談会において整理した現状と課題を踏まえ、以下のデータベースの実現が図られ

るよう、さらに継続して研究することとする。 

 

１． 「支援機器の実用化動向に関するデータベースシステム」とは 

「支援機器の実用化動向に関するデータベースシステム」（以下「本システム」。）

とは、平成元年度から「福祉機器開発改良研究事業」、平成３年度から「在宅介護機

器開発研究事業」、更に平成６年度からはこれらの事業を統合した「福祉用具研究開

発助成事業」により研究開発が進められてきた商品について、現在、「福祉用具研究

開発実用化動向調査報告」として冊子にて配布している情報をインターネット上にお

いて公開することで、利用者や開発事業者等に迅速かつ適切に情報提供を行うことを

目的とし、当協会が構築・運営することを予定するシステムである。 

 

２． 「実用化商品情報」とは 

本システムから情報発信する「実用化商品情報」とは、「福祉用具研究開発助成事

業」により研究開発が進められてきた商品についての情報（仕様・特徴、ＴＡＩＳコ

ード、価格、生産・販売等に関する詳細な情報）ならびに研究開発概要（計画目標、

助成金額等）に関する情報である。 

 

【実用化商品情報の項目】 

項目名 補足 

商品名、型番  

ＴＡＩＳコード ･取得済の場合のみ 

分類コード ･取得済の場合のみ 

仕様・特徴 

（サイズ、重量、対応ＯＳ、等） 

･分類により項目が異なる 

価格  

キャッチコピー  

生産・販売台数  

計画目標  

ステータス（販売中止、製造中止、等）  

中断／中止理由  

商品化目処／継続研究期間／ 

研究開発再開予定 

 

工業所有権の有無 

（特許、実用新案、意匠登録、商標） 

･開発事業者の意向により任意入力 

今後の取り組み  
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なお、当面は、実際に商品化・販売された商品（「福祉用具研究開発実用化動向調

査報告」における「Ａ」に該当する商品）についてデータベース化することとし、将

来的には、研究開発段階でやむを得ず開発中止となった商品等（同報告「B」～「E」

に該当する商品）についてもデータベース化し公開する予定である。 

 

【実用化動向の成果表現】 

実用化動向（成果） 状況 

Ａ１ 前回調査で既に商品化 

Ａ２ 商品化 

Ｂ 商品化の方向 

Ｃ 研究開発を継続中 

Ｄ 研究開発を中断 

Ｅ 研究開発を中止 

 

 

「第１回懇談会資料（テクノエイド協会開発部部長 井坂順彦氏）」より            
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３． 実用化商品情報の検索方法 

本システムでは、利用者の様々な活用状況を想定して、以下の２つの検索方法を検

討中である。 

 

【実用化商品情報の検索方法】 

検索方法 概  要 

フリーワード検索 ・実用化商品に関するキーワードを入力することで、商品を絞り

込む 

・キーワードは複数入力が可能（ＡＤＬ検索）とし、登録された

情報すべてが検索対象とする 

詳細検索 ・あらかじめ用意した検索項目（商品名、カテゴリ、価格、助成

年度、課題等）を入力することで、実用化商品を絞り込む 

・検索項目は複数設定が可能（ＡＮＤ条件）である 

 

 

４． 本システムの利便性への配慮 

（１）プラットフォーム 

利用者、事業者等のパソコン環境に影響され難いシステムとするため、本シス

テムは、普及率が最も高い Microsoft 社の Internet Explorer 6.0 以上を標準ブラ

ウザとした Web システムとする。 

（２）ユーザビリティ、アクセシビリティ 

本システムの利用者にいわゆる障害者も含まれることから、JIS X8341-3 など

を参考に、アクセシビリティやユーザビリティに配慮したインタフェースを開発

する。 

具体例） 

・ぱんくずリスト（ナビ）の設置 

・サイトマップの設置 

・文字サイズ変更ボタン（「小」「中」「大」）の設置 

・音声ブラウザへの対応 
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５． 本システムの将来構想について 

本懇談会において議論されたとおり、支援機器を効果的に開発・普及させるために

は、関係者同士が有機的な連携体制を構築した上で、利用者との関係を密にしてニー

ズを把握し、それにマッチしたシーズを生み出す必要がある。 

本システムは、利用者や開発事業者等に迅速かつ適切に支援機器に関する情報提供

を行うことで支援機器の普及を促すものであるが、将来的には、①福祉用具情報シス

テム（ＴＡＩＳ）や完成用部品データベースシステムなど、既に当協会においてデー

タベース化された情報を相互リンク若しくは集約することで情報の質を高めるとと

もに、②開発事業者が効果的に支援機器を開発できるための情報（ニーズ情報）を支

援機器の利用者、支援機器に係わる各種団体や医療関係者、さらには行政や学会等か

ら収集し、開発事業者に提供することで、開発から流通までの一連のプロセスを支援

する仕組みを構築していくことが重要と考える。 

 

 
「第１回懇談会資料（テクノエイド協会開発部部長 井坂順彦氏）」より 
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な
ど
の
非
常
時

電
光
表
示
板
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
と
、
そ
う
で
な
い

施
設

が
あ
る

電
光

表
示

板
に
よ
る
指

示
○

○

日
常

職
場

家
庭

学
校

・
大
学

（
一

般
校
）

ホ
テ
ル

○

病
院

聴
覚

障
害

者
の

就
労

を
支

援
す

る
た

め
の

情
報

支
援

機
器

等
の

方
向

性

場
所

場
面

内
容

現
状

分
析

課
題

整
理

音
声

認
識

公
共

施
設

資
料

１

○
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法

の
改

正
に
よ
り
、
こ
う
し
た
場

合
の

対
応

を
義

務
づ
け
る

ア
メ
リ
カ
の

ホ
テ
ル

で
は

、
既
に
対

応
し
て
い
る

非
常
時

業
務

補
聴

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
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全
て
の

番
組

に
字

幕
を
付

け
る
こ
と
を
義

務
付

け
る
よ
う
に
法

改
正
を
す
る



対
応
す
べ
き
方
向
性
（
提
案
）

短
期

的
（
３
年
以
内
）

公
共

移
設

日
本
映
画

情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
で
一
部
字
幕
挿
入
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
少
な
い
し
、
古
い
。

聴
覚

障
害

者
に
関

係
が

あ
る
も
の

だ
け
、
署

名
運

動
を
し
て

付
け
さ
せ
た
り
し
て
い
る

日
本

映
画

に
も
字

幕
挿

入
版

を
作

る
こ
と
を
義

務
づ
け
る

○
○

非
常

時
誘

導
の

音
声

案
内

が
分

か
ら
な
い

電
光

表
示

板
に
よ
る
指

示
○

○

バ
ス

電
光

表
示

板
で
行

く
先

、
停

留
所

を
示

す
も
の

が
増

え
て
き

た
電
光
表
示
板
で
の
情
報
表
示
の
普
及

○
○

電
車

、
地

下
鉄

電
光

表
示

板
で
行

く
先

、
停

留
所

を
示

す
も
の

が
増

え
て
き

た
が

、
ま
だ
一

部
で
あ
る
。

電
車

の
種

類
（
特

急
、
急

行
、
快

速
な
ど
）
が

多
く
、
次

の
停

車
駅

が
ド
ア
が

閉
ま
っ
た
後

で
な
い
と
分

か
ら
な
い
。

事
故
な
ど
で
停
車
し
た
場
合
の
情
報
が
得
ら
れ
な
い
。

電
光

表
示

板
や

液
晶

で
の

表
示

を
更

に
普

及
さ
せ

る
。

停
止

駅
の

表
示

は
、
次

の
次

ま
で
表

示
す
る
。

事
故

な
ど
の

情
報

を
適

宜
流

す
よ
う
に
す
る
。

○
○

駅
発
車
ベ
ル
が
分
か
ら
な
い
。
事
故
な
ど
の
時
に
情
報
が
視
覚

的
に
示
さ
れ
な
い
。

発
車

ベ
ル

を
視

覚
的

に
表

示
す
る
こ
と
。

事
故

な
ど
の

場
合

は
、
電

光
表

示
板

な
ど
に
内

容
を
表

示
す

る
と
共

に
、
詳

し
い
内

容
を
携

帯
電

話
な
ど
で
知

る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

磁
気

ル
ー
プ
を
埋

め
込

ん
だ
パ

ネ
ル

を
設

置
す
れ

ば
、
ア
ナ

ウ
ン
ス
な
ど
を
騒

音
に
妨

害
さ
れ

ず
に
聞

く
こ
と
が

で
き
る
。

○
○

自
家
用
車

事
故

や
ト
ラ
ブ
ル

の
時

に
、
警

察
や

Ｊ
Ａ
Ｆ
等

を
呼

ぶ
方

法
が

な
い
。

緊
急

時
の

情
報

（
地

震
・
津

波
）
を
カ
ー
ナ
ビ
に
示

し
て
欲

し
い
。

救
急

車
や

パ
ト
カ
ー
の

接
近

を
知

ら
せ

る
方

法
が

な
い
。

他
の

車
の

ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
が

分
か

ら
な
い

事
故

や
ト
ラ
ブ
ル

が
起

き
た
と
き
に
、
携

帯
電

話
か

ら
文

字
で

の
連

絡
を
受

け
付

け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

地
震

・
津

波
な
ど
の

情
報

は
、
カ
ー
ナ
ビ
に
強

制
的

に
表

示
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

救
急

車
や

パ
ト
カ
ー
の

接
近

を
車

内
の

ラ
ン
プ
な
ど
で
視

覚
的

に
知

ら
せ

る
よ
う
な
方

法
を
開

発
す
る
こ
と
。

他
の

車
の

ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
も
同

じ
。

○

道
を
歩
行

歩
道
が
な
い
場
所
で
、
車
の
接
近
に
気
が
付
か
な
い

車
の

接
近

や
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
携

帯
電

話
の

バ
イ
ブ
で
知

る
こ

と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
。

○

結
婚

式
・
葬

式
親

戚
な
ど
が

久
し
ぶ

り
に
集

ま
る
の

に
、
話

が
で
き
な
い

手
話

通
訳

、
文

字
通

訳
、
音

声
認

識
音

声
認

識
シ
ス
テ
ム
の

改
善

○
○

電
車

の
遅

延
、
待

ち
合

わ
せ

場
所

の
変

更
携
帯
電
話
で
の
メ
ー
ル
が
遅
れ
て
、
間
に
合
わ
な
い
と
き
が

あ
る
。

リ
ア
ル

タ
イ
ム
の

文
字

送
受

信
を
可

能
に

○
○

聞
こ
え
る
人

と
の

会
話

音
声
認
識
シ
ス
テ
ム
の
改

○
○

自
宅

地
震
・
土
砂
崩
れ
・
洪
水
な
ど

聞
こ
え
な
い
人

が
被

災
地

に
取

り
残

さ
れ

て
も
、
気

づ
か

な
い
。

避
難
所
で
の
情
報
が
入
ら
な
い
。

自
治

体
が

聴
覚

障
害

者
が

ど
こ
に
い
る
か

の
把

握
。

避
難
所
な
ど
で
の
情
報
保
障
。

聴
覚

障
害

者
の

場
合

、
こ
う
し
た
時

の
連

絡
方

法
が

携
帯

電
話
し
か
な
い
の
で
、
通
話
制
限
に
特
例
を
設
け
て
、
聴
覚
障
害

者
の

携
帯

電
話

の
場

合
は

、
通

話
規

制
を
し
な
い
よ
う
に
す

る
。

携
帯

電
話

を
用

い
た
安

否
確

認
を
行

う
。

○

外
出
先

地
震
・
土
砂
崩
れ
・
洪
水
な
ど

聞
こ
え
な
い
人

が
被

災
地

に
取

り
残

さ
れ

て
も
、
気

づ
か

な
い
。

携
帯

電
話

の
位

置
確

認
に
よ
る
捜

査
○

＊
就

労
支

援
に
つ
い
て

＊
音
声

認
識

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

　
就
労
支
援
と
い
う
テ
ー
マ
で
考
え
る
と
、
情
報
機
器
は
と
も
か
く
、
聴
覚
障
害
者
へ
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ま
た
は
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
研
修
が
欠
か
せ
な
い
。
現
在
の
よ
う
に
技

術
革

新
の

速
い
時

代
に
お
い
て
は

、
新

し
い
技

術
や

手
法

に
つ
い
て
の

学
習

な
し

で
は

、
仕

事
を
継

続
す
る
こ
と
も
、
よ
り
高

い
レ
ベ
ル

の
仕

事
を
し
て
い
く
こ
と
も
難

し
い
。
こ
う
し
た
研

修
は

、
聴

者
の

場
合

は
、
様

々
な
機

会
が

あ
る
が

、
聴

覚
障
害
者
の
場
合
は
情
報
保
障
が
必
要
で
あ
り
、
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ

う
し
た
場

で
の

情
報

保
障

が
制

度
的

に
保

証
さ
れ

る
こ
と
が

な
に
よ
り
も
重

要
で
あ
る
。

場
面

内
容

　
音
声
認
識
シ
ス
テ
ム
は
、
現
在
は
不
特
定
話
者
方
式
で
、
実
用
化
で
き
る
ほ
ど
誤
り
の
少
な
い
も
の
は
、
ま
だ
な
い
。
し
か
し
、
誤
り
が
少
な
く
、
騒
音
に
も
強
く
、
携
帯
で
き
る
も
の
が
実
用
化
さ
れ
れ
ば
、
広
く
利
用
が
可
能
で
あ
る
。
全
て
に
書
き
込

む
の

は
煩

雑
と
な
る
の

で
、
最

後
の

欄
に
利

用
可

能
な
場

合
に
○

を
付

け
た
。

交
通

映
画
館
な
ど

そ
の

他
付
き
合
い

被
災

場
所

現
状

分
析

課
題

整
理

音
声

認
識

補
聴

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
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＊
補
聴

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

＊
手

話
通

訳
に
つ
い
て

＊
文

字
通

訳
に
つ
い
て
（
一

般
に
要

約
筆

記
と
呼

ん
で
い
る
）

＊
電

話
リ
レ
ー
サ

ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
、
ほ
と
ん
ど
の
先
進
国
で
は
行
わ
れ
て
い
る
。
聴
覚
障
害
者
が
聴
者
と
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
電

話
し
た
い
場

合
に
用

い
る
。
そ
の

場
合

、
い
く
つ
か

の
方

式
が

あ
っ
て
、
１
）
聴

覚
障

害
者

が
文

字
で
送

信
し
て
（
パ

ソ
コ
ン
、
携

帯
電

話
、
Ｔ
Ｔ
Ｙ
な
ど
を
使

用
）
、
文

字
で
返

事
を
も
ら
う
、
２
）
聴

覚
障

害
者

が
声

で
話

し
て
、
文

字
で
返

事
を
も
ら
う
、
３
）
聴

覚
障

害
者

が
手

話
で
話

し
（
Ｔ
Ｖ
電

話
を
用

い
る
）
、
手
話
で
返
事
を
も
ら
う
場
合
な
ど
が
あ
る
。
（
現
在
の
テ
レ
ビ
電
話
は
、
い
く
つ

か
の
方

式
が

混
在

し
て
い
て
、
異
な
る
方
式
の
間
で
は
通
話
が
で
き
な
い
と
い
う
問

題
が

あ
る
）
。
運

営
は

、
政

府
の

補
助

金
や

、
一

般
の

全
て
の

電
話

利
用

者
か

ら
少

額
の

お
金

を
集

め
て
、
運

営
し
て
い
る
。

　
補

聴
器

な
ど
で
か

な
り
情

報
を
受

け
取

る
こ
と
が

で
き
る
人

た
ち
（
難

聴
者

）
の
場
合
は
、
補
聴
シ
ス
テ
ム
が
か
な
り
有
効
で
あ
る
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
、
老

人
性
難
聴
者
が
増
え
て
い
る
現
在
、
単
な
る
障
害
者
の
た
め
で
は
な
く
、
国
民
の
か
な
り

の
部
分

を
占

め
る
人

た
ち
に
有
益
な
シ
ス
テ
ム
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば

、
駅
な
ど
で
は
電
車
な
ど
の
音
で
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
聞
き
に
く
い
の
で
、
ホ
ー
ム
の
あ
る
パ
ネ
ル
に
磁
気
ル
ー
プ
を
埋
め
込
み
、
補
聴
器
を
Ｔ
に
す
れ
ば
、
騒
音
の
な
い
き
れ

い
な
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
聞

く
こ
と
が

で
き
る
な
ど
の
工
夫
は
効
果
的
で
あ
る
（
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
あ
る
）
。
テ
レ
ビ
な
ど
の
視
聴
に
お
い
て
も
、
磁
気
ル
ー
プ
シ
ス
テ
ム
は

有
効
で
あ
る
。
ま
た
会
議
の
場
合
も
、
参
加
者
の
前
に
指
向
性
の
高
い
マ
イ
ク
を
置

き
、
そ
れ
を
ア
ン
プ
に
つ
な
ぎ
、
イ
ヤ
ホ
ン
で
聴
く
シ
ス
テ
ム
な
ど
も
有
効
で
あ
る
。
こ
の
他
、
Ｆ
Ｍ
補
聴
シ
ス
テ
ム
、
赤
外
線
補
聴
シ
ス
テ
ム
な
ど
も
、
講
演
会
、
講
習
会
、
学
校
の
授
業
な
ど
で
有
効
で
あ
る
。

　
手
話
通

訳
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
で
行
う
方
法
も
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
十

分
な
シ
ス
テ
ム
は

完
成

し
て
い
な
い
。
日

本
語

→
手

話
変

換
は

、
対

応
手

話
で
あ
れ
ば
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
の
手
話
表
現
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
ろ
う
者
が
使
う

手
話
は
、
日
本
語
と
異
な
る
文
法
を
持
つ
の
で
、
簡
単
で
は
な
く
、
ま
だ
十
分
な
シ
ス
テ
ム
は
で
き
て
い
な
い
。
一
方
手
話
→
日
本
語
変
換
シ
ス
テ
ム
は
、
手
話
の
読

み
取
り
が
研
究
段
階
に
あ
り
、
ま
だ
実
用
化
に
遠
い
。
デ
ー
タ
グ
ロ
ー
ブ
な
ど
を
用
い

た
方

法
で
は

、
か

な
り
可

能
と
な
っ
て
い
る
。

　
現

在
文

字
通

訳
者

（
要

約
筆

記
者

）
は

、
約

9
5
0
0
人

い
る
が

、
そ
の

中
で
、
パ

ソ
コ
ン
文

字
通

訳
（
パ

ソ
コ
ン
要

約
筆

記
と
呼

ぶ
）
が

可
能

な
人

は
、
ま
だ
2
0
0
-
3
0
0
人

と
見

込
ま
れ

、
残

り
の

9
0
0
0
人

以
上

の
人

は
、
手

書
き
の

文
字

通
訳

者
で
あ
り
、
こ

の
場
合

は
、
書

け
る
文

字
数

に
限
り
が
あ
る
た
め
、
話
さ
れ
た
こ
と
ば
の
１
／
５
程
度
の
文
字
数
に
縮
小
す
る
必
要
が
あ
り
、
情
報
が
欠
け
る
場
合
も
あ
る
し
、
文
字

通
訳
者
の
負
担
も
大
き
い
。
パ
ソ
コ
ン
文
字
通
訳
は
、
連
携
入
力
が
可
能
で
あ
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
全
文
入
力
も
可
能
で
あ
る
。
今
後
パ
ソ
コ
ン
文
字
通
訳
者
が
増
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
手
書
き
の
文
字
通
訳
者
の
中
で
、
パ
ソ
コ
ン
文
字

通
訳
者
に
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
年
齢
的
な
理
由
も
あ
っ
て
、
ご
く
わ
ず
か
で

あ
る
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
用
い
た
連
携
手
書
き
文
字
通
訳
シ
ス
テ
ム
の
開
発
な
ど
も
大
切
な
課
題
で
あ
る
。
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資料２   

 

支援機器の実用化動向に関するデータベースシステム仕様（案） 

 

１． 実用化商品情報の検索機能 

実用化商品 DB は、エンドユーザや開発事業者、自治体関係者など幅広いユーザに

よる利用が予想されるため、①操作方法がシンプルであり、②あいまいなキーワード

による検索（部分検索）を可能とする。 

 

２． 商品情報、開発事業者情報の詳細表示・印刷機能 

商品及び開発事業者の詳細情報（画像を含む）を表示可能とする。 

また、詳細情報を印字する際、レイアウトが崩れないよう、別途、印刷用にレイア

ウトを成形（若しくは PDF に成形）する機能を開発する。 

 

３． 動向調査機能 

現在、甲が調査票により行っている実用化動向調査を、本システムにて実施可能と

する。 

具体的には、流れについては以下のとおり。 

１）開発事業者は、予め協会が払い出した ID によりシステムにログイン 

２）開発事業者は、実用化動向に関する情報を入力 

→更新時、前回入力した情報を初期表示する 

３）協会は、入力内容を確認し、Web 上への公開有無を承認する 

 

４． 管理機能 

１）開発事業者 ID・PW 管理 

２）入力された実用化動向に関する情報の Web 公開承認管理（前述③３）） 

３）帳票出力 

４）動向調査データ出力（動向調査報告書作成用） 

 

５． セキュリティ要件 

（１）ソフトウェアの修正プログラムの適用 

・導入するソフトウェアは、常に最新のセキュリティ修正プログラムを適用で

きるものとする。 

（２）アクセス制限 

・ID／パスワードによるアクセス許可方式を導入する 

・パスワードは、開発事業者が変更できる 
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→実用化動向（成果：A～E）の状態により入力フォームを切り替える 



・管理者側で ID／パスワードを管理できる 

（ただし、利用者のパスワードは管理者であっても参照不可とする） 

（３）権限の設定 

・ID を識別し、ID 毎にシステムを操作できる範囲を制限する 

・管理者権限を設定し、管理者権限はすべての操作ができる 

（４）アクセスログ・イベントログの収集・保存 

・アクセスログ・イベントログは、収集できて一定の期間保存する 
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６． 機能画面遷移（案） 

（１）検索に関する画面遷移 

利用者 システム 管理者

■検索条件入力 ■検索画面

○検索キー
　・フリーワード（部分検索可） TAISコード、分類コードも検索可
　・名称
　・カテゴリ
　・価格
　・事業者名
　・助成年度
　・助成額
　・課題名・内容
　・成果

■検索結果画面

　　商品名をクリック
　　※事業者名をクリックすると
　　　 事業者詳細情報を表示

○表示項目
　・No.　　　　　←ソート可
　・カテゴリ
　・商品名
　・価格　　　　←ソート可
　・事業者名
　・成果　　　　←ソート可
　・備考

←
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利用者 システム 管理者

■商品詳細情報

※引用元に関する記述は、
　 動向調査機能をもとに自動的に
　 表示すること
※TAISコード、分類コード(数字6桁)
　 も表示できるようにすること

■事業者詳細情報
　・事業者名
　・代表者氏名
　・設立年月
　・本社所在地　
　・電話、FAX
　・ホームページ
　・商品に関する問い合わせ窓口
　　　販売事業者、住所、電話、FAX、メールアドレス
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（２）動向調査に関する画面遷移 

利用者 システム 管理者

■ログイン ■メニュー画面
　・事前通知したID、PWにより
　 ログインする 　　　2009年度実用化動向

　　　調査票の入力期間は
　　　管理画面から設定可とする

2009年度実用化動向 　　（別に調査票入力に関する
調査票をクリック 　　　解説（PDF）のリンクも設置）

※動向調査の案内はPDFへの
　 リンクか説明画面への遷移とす

■実用化商品一覧
　→検索結果一覧をベースに
　　 一覧を作成する（1事業者につき1件とは限らない）
　※一覧には情報入力に関する
　　 ステータスを設ける
　　　未：未完了
　　　保：一時保存
　　　完：完了
　※ステータス：完となった場合、
　　事業者による更新は不可とする

■入力0 ※昨年度情報が存在する場合は
　・事業者名 　 初期表示を行う
　・課題名
　・助成期間
　・助成額
　・1.研究開発の計画目標
　・2.研究開発の結果(調査時点の状況)

　　　A1：前回調査で既に商品化
　　　　　1.継続して…、2.製造中止または…

　　　　　　　　　　A1-1を選択 　　　A2：商品化 ※A1(2)、A2、B、C、D、Eに
　　　B：商品化の方向 　 ついても同様に作成
　　　C：研究開発を継続
　　　D：研究開発を中断
　　　E：研究開発を中止
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る



利用者 システム 管理者

■入力A1-1(1) ※昨年度情報が存在する場合は
　 初期表示を行う

■入力A1-1(2) ※昨年度情報が存在する場合は
　 初期表示を行う

■入力確認画面

■その他
　・データ入力中は一時保存を可能とする
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（３）システム管理に関する画面遷移 

利用者 システム 管理者

■メニュー画面 ■ログイン
　・動向調査内容の承認（公開） 　・管理者用ID・PWにてログイン
　・動向調査内容の削除
　・事業者ID・PW管理
　・動向調査期間の設定
　・動向調査報告書用データ出力
　・帳票出力

■動向調査内容の承認（公開）
　・入力された内容を表示し、
　　公開／非公開を設定する
　・承認（公開後）も管理者は
　　情報の更新を可能とする

■動向調査内容の削除
　・登録情報を削除する
　・論理削除／物理削除を選択
　 可能とする

■事業者ID・PW管理
　・事業者毎にID・PWを設定
　・事業者のPWは登録後は閲覧不可
　・管理者ID・PWの設定も可

■動向調査期間の設定
　・動向調査期間（事業者による
　 情報の入力可能期間）を設定
　・一律設定と事業者毎の設定の
　　両方を可能とする

■動向調査報告書用データ出力
　・動向調査報告書作成用の
　　データを出力する
　（様式等は別途検討）

■帳票出力
　（別途検討）
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